
令和 ３年 ６月２３日 

 

戸田市議会議長 細 田 昌 孝 様 

 

提出者  議会運営委員会 

委員長  熊 木 照 明 

 

戸田市議会会議規則の一部を改正する規則の提出について 

 

上記のことについて、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１０９条第６

項及び戸田市議会会議規則第１４条第２項の規定により、裏面のとおり提出し

ます。 

  



委員会提出議案第３号 

戸田市議会会議規則の一部を改正する規則 

戸田市議会会議規則（昭和４７年議会規則第１号）の一部を次のように改正

する。 

題名の次に次の目次を付する。 

目次 

第１章 会議 

第１節 総則（第１条―第１３条） 

第２節 議案及び動議（第１４条―第１９条） 

第３節 議事日程（第２０条―第２４条） 

第４節 選挙（第２５条―第３３条） 

第５節 議事（第３４条―第４７条） 

第６節 秘密会（第４８条・第４９条） 

第７節 発言（第５０条―第６６条） 

第８節 表決（第６７条―第７７条） 

第９節 公聴会及び参考人（第７８条―第８４条） 

第１０節 会議録（第８５条―第８９条） 

第２章 委員会 

第１節 総則（第９０条―第９４条） 

第２節 審査（第９５条―第１１１条） 

第３節 秘密会（第１１２条・第１１３条） 

第４節 発言（第１１４条―第１２５条） 

第５節 委員長及び副委員長の互選（第１２６条・第１２７条） 

第６節 表決（第１２８条―第１３８条） 

第３章 請願（第１３９条―第１４５条） 

第４章 辞職及び資格の決定（第１４６条―第１５０条） 

第５章 規律（第１５１条―第１５９条） 

第６章 懲罰（第１６０条―第１６５条） 

第７章 協議又は調整を行うための場（第１６６条） 

第８章 議員の派遣（第１６７条） 

第９章 補則（第１６８条） 

附則 



第２条第１項中「事故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産

補助その他のやむを得ない事由」に、「つけ」を「付け」に改め、同条第２項中

「自らが出産する」を「出産の」に、「日数を定めて」を「出産予定日の６週間

（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を

経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」に改める。 

第３条の見出し及び同条中「または」を「又は」に改める。 

第４条第２項中「あらたに」を「新たに」に改め、同条第３項中「はかって」

を「諮って」に改め、同条第４項中「つける」を「付ける」に改める。 

第７条中「すべて」を「全て」に改める。 

第９条第２項ただし書中「はかって」を「諮って」に改める。 

第１１条並びに第１２条第２項及び第３項中「または」を「又は」に改める。 

第１３条中「または」を「又は」に、「行なう」を「行う」に改める。 

第１４条第１項中「そなえ」を「備え」に、「つけ」を「付け」に、「ともに」

を「共に」に改め、同条第２項中「そなえ」を「備え」に改める。 

第１６条中「または」を「又は」に改める。 

第１７条中「そなえ」を「備え」に、「ともに」を「共に」に改める。 

第１８条ただし書中「はかって」を「諮って」に改める。 

第１９条の見出し及び同条第１項中「または」を「又は」に改める。 

第２０条ただし書中「かえる」を「代える」に改める。 

第２１条中「または」を「又は」に、「はかって」を「諮って」に改める。 

第２３条中「、または」を「又は」に改める。 

第２４条第２項中「、または」を「又は」に、「はかって」を「諮って」に改

める。 

第２５条、第２７条及び第２８条第１項中「行なう」を「行う」に改める。 

第３１条第１項中「ともに」を「共に」に改める。 

第３５条ただし書中「はかって」を「諮って」に改める。 

第３７条第１項中「第１４１条（請願の委員会付託）」を「第１４１条」に、

「または」を「又は」に改め、同条第３項中「はかって」を「諮って」に改め

る。 

第３８条中「または」を「又は」に、「まって」を「待って」に改める。 

第３９条第１項中「または調査した」を「又は調査をした」に改め、同条第

３項中「はかって」を「諮って」に改める。 



第４０条及び第４１条中「または」を「又は」に改める。 

第４４条第１項中「または」を「又は」に改め、同条第２項中「または」を

「又は」に、「第３８条（付託事件を議題とする時期）」を「第３８条」に改め

る。 

第４５条から第４７条までの規定中「または」を「又は」に改める。 

第５０条第１項中「すべて」を「全て」に改める。 

第５１条第２項及び第４項中「または」を「又は」に改める。 

第５２条第１項中「すべて」を「全て」に改める。 

第５５条第１項中「または」を「又は」に、「こえて」を「超えて」に改める。 

第５６条中「こえる」を「超える」に改める。 

第５７条第２項中「はかって」を「諮って」に改める。 

第５８条第１項、第５９条並びに第６０条の見出し及び同条第２項中「また

は」を「又は」に改める。 

第６１条中「、表決」を「表決」に改める。 

第６２条第３項中「第６０条（質疑または討論の終結）」を「第６０条」に改

める。 

第６３条第２項中「はからなければ」を「諮らなければ」に改め、同条第４

項中「第５６条（質疑の回数）」を「第５６条」に、「第６０条（質疑または討

論の終結）」を「第６０条」に改める。 

第６５条の見出し中「または」を「又は」に改め、同条中「または」を「、

又は」に改める。 

第６６条中「がたい」を「難い」に、「写」を「写し」に改め、同条ただし書

中「かえる」を「代える」に改める。 

第６７条中「とろう」を「採ろう」に改める。 

第７０条第１項中「とろう」を「採ろう」に改め、同条第２項中「がたい」

を「難い」に、「、または」を「又は」に、「または」を「又は」に改める。 

第７１条第１項中「、または」を「又は」に、「または無記名」を「又は無記

名」に、「とる」を「採る」に改める。 

第７２条及び第７３条第１項中「行なう」を「行う」に改める。 

第７４条中「または」を「又は」に、「行なう」を「行う」に、「第２７条（議

場の出入口閉鎖）、第２８条（投票用紙の配布及び投票箱の点検）、第２９条（投

票）、第３０条（投票の終了）、第３１条（開票及び投票の効力）、第３２条（選



挙結果の報告）第１項及び第３３条（選挙関係書類の保存）」を「第２７条、第

２８条、第２９条、第３０条、第３１条、第３２条第１項及び第３３条」に改

める。 

第７６条第１項中「はかる」を「諮る」に改め、同条第２項ただし書中「と

らなければ」を「採らなければ」に改める。 

第７７条第１項中「とらなければ」を「採らなければ」に改め、同条第２項

中「とる」を「採る」に改め、同項ただし書中「はかって」を「諮って」に改

め、同条第３項中「すべて」を「全て」に、「とる」を「採る」に改める。 

第８０条第１項中「及び学識経験者等」を「、学識経験者等」に改める。 

第８１条第３項、第８３条（見出しを含む。）及び第８５条第１項第１５号中

「または」を「又は」に改める。 

第８７条中「取り消し」を「取消し」に、「第６５条（発言の取消しまたは訂

正）」を「第６５条」に改める。 

第９１条第１項中「事故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出

産補助その他のやむを得ない事由」に、「つけ」を「付け」に改め、同条第２項

中「自らが出産する」を「出産の」に、「日数を定めて」を「出産予定日の６週

間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間

を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」に改める。 

第９３条及び第９４条第３項中「または」を「又は」に改める。 

第９６条ただし書中「はかって」を「諮って」に改める。 

第９８条中「行なう」を「行う」に改める。 

第９９条ただし書中「はかって」を「諮って」に改める。 

第１０２条の見出し及び同条から第１０４条までの規定中「または」を「又

は」に改める。 

第１０５条第１項中「及び期間等」を「、期間等」に改める。 

第１０６条中「または」を「又は」に、「及び経費等」を「、経費等」に改め

る。 

第１０７条中「または」を「又は」に、「前」を「中断前」に改める。 

第１０９条の見出し中「及び数字等」を「、数字等」に改める。 

第１１０条中「または」を「又は」に改める。 

第１１１条中「または」を「又は」に、「つけ」を「付け」に改める。 

第１１３条第２項中「もらしては」を「漏らしては」に改める。 



第１１４条中「すべて」を「全て」に改める。 

第１１６条第１項中「すべて」を「全て」に、「または」を「又は」に改める。 

第１１７条第１項中「または」を「又は」に改める。 

第１１９条第２項中「はかって」を「諮って」に改める。 

第１２０条第１項、第１２１条及び第１２２条（見出しを含む。）中「または」

を「又は」に改める。 

第１２３条中「何人も」を「、何人も」に改める。 

第１２４条中「取消し」を「取り消し」に、「または」を「又は」に改める。 

第１２５条中「しがたい」を「し難い」に、「職員」を「、職員」に改める。 

第１２６条第１項中「行なう」を「行う」に改め、同条第４項中「行なう」

を「行う」に、「行なっている」を「行っている」に改め、同条第６項中「はか

り委員」を「諮り、委員」に改める。 

第１２７条中「第１章第４節」を「前章第４節」に改める。 

第１２８条中「とろう」を「採ろう」に改める。 

第１３０条中「つける」を「付ける」に改める。 

第１３１条の見出し中「起立」を「挙手」に改め、同条第１項中「起立させ」

を「挙手させ」に、「起立者」を「挙手者」に改め、同条第２項中「起立者」を

「挙手者」に、「しがたい」を「し難い」に、「、または」を「又は」に、「また

は無記名」を「又は無記名」に改める。 

第１３２条中「、または」を「又は」に、「または無記名」を「又は無記名」

に、「とる」を「採る」に改める。 

第１３３条及び第１３４条第１項中「行なう」を「行う」に改める。 

第１３５条中「、または」を「又は」に、「行なう」を「行う」に、「第２８

条（投票用紙の配布及び投票箱の点検）、第２９条（投票）、第３０条（投票の

終了）、第３１条（開票及び投票の効力）及び第３２条（選挙結果の報告）第１

項」を「第２８条、第２９条、第３０条、第３１条及び第３２条第１項」に改

める。 

第１３７条中「はかる」を「諮る」に改める。 

第１３８条第１項中「とる」を「採る」に改め、同項ただし書中「はかって」

を「諮って」に改め、同条第２項中「すべて」を「全て」に改める。 

第１３９条第１項中「、請願者の住所及び氏名（法人の場合にはその名称及

び代表者の氏名）を記載し、請願者が押印し」を「及び請願者の住所を記載し、



請願者が署名又は記名押印を」に改め、同条中第４項を第５項とし、第３項を

第４項とし、同条第２項中「または記名押印し」を「又は記名押印をし」に改

め、同項を同条第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法

人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならな

い。 

第１３９条の２ただし書中「議会」を「、議会」に改める。 

第１４１条第１項及び第１４５条中「または」を「又は」に改める。 

第１４６条第２項中「はかって」を「諮って」に改める。 

第１４８条中「または」を「又は」に、「、議長」を「議長」に改める。 

第１４９条中「第３７条（議案等の説明、質疑及び委員会付託）第３項」を

「、第３７条第３項」に改める。 

第１５０条中「または」を「又は」に改める。 

第１５２条第１項中「または」を「又は」に、「えり巻」を「襟巻」に、「か

さ」を「傘」に改める。 

第１５４条中「みだりに」を「、みだりに」に改める。 

第１５６条及び第１５７条中「または」を「又は」に改める。 

第１５９条中「すべて」を「全て」に改め、同条ただし書中「はかって」を

「諮って」に改める。 

第１６０条第２項ただし書中「第４９条（秘密の保持）第２項または第１１

３条（秘密の保持）第２項」を「第４９条第２項又は第１１３条第２項」に改

める。 

第１６１条中「第３７条（議案等の説明、質疑及び委員会付託）第３項」を

「第３７条第３項」に改める。 

第１６２条の見出し中「または」を「又は」に改め、同条中「または」を「又

は」に、「行なう」を「行う」に改める。 

第１６３条中「こえる」を「超える」に改め、同条ただし書中「またはすで

に」を「又は既に」に、「さらに」を「更に」に改める。 

第１６４条中「または」を「又は」に改める。 

「第７章 協議または調整を行うための場」を「第７章 協議又は調整を行

うための場」に改める。 

第１６６条の見出しを削り、同条第１項中「または」を「又は」に改める。 



第１６８条中「議長」を「、議長」に改め、同条ただし書中「はかって」を

「諮って」に改める。 

別表中「または」を「又は」に、「・調整」を「又は調整を」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



令和 ３年 ６月２３日 

 

戸田市議会議長 細 田 昌 孝 様 

 

提出者  議会改革特別委員会 

委員長  遠 藤 英 樹 

 

戸田市議会委員会条例の一部を改正する条例の提出について 

 

上記のことについて、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１０９条第６

項及び戸田市議会会議規則第１４条第２項の規定により、裏面のとおり提出し

ます。 



委員会提出議案第４号 

戸田市議会委員会条例の一部を改正する条例 

戸田市議会委員会条例（昭和４７年条例第３７号）の一部を次のように改正

する。 

第１５条の次に次の１条を加える。 

（開催方法の特例） 

第１５条の２ 委員長は、災害の発生、感染症のまん延その他やむを得ない理

由により委員を招集することが困難であると認めるときは、映像及び音声の

送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法

（以下「オンライン会議システム」という。）を活用した委員会を開くこと

ができる。 

２ 前項の場合において、委員は、オンライン会議システムにより出席を希望

するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。 

 第１９条第１項ただし書中「ただし」の次に「、オンライン会議システムを

活用した委員会を除き」を加える。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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